
承認第１１号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。 

 

  令和７年５月１９日提出 

 

木津川市長 谷口 雄一   



   専決処分書 

 

 議会の議決すべき下記の事件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

  令和７年３月３１日 

 

木津川市長 谷口 雄一   

 

記 

 

 令和６年度木津川市水道事業会計補正予算第３号について 



 

 

 

令和６年度  

 

 

 

 

水道事業会計補正予算第３号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府木津川市  
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令和６年度木津川市水道事業会計補正予算（第３号） 

 

第１条 令和６年度木津川市水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

第２条 令和６年度木津川市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支

出の予定額を次のとおり補正する。 

 

（科目）       （既決予定額）     （補正予定額）       （計） 

（収    入） 

第１款 水道事業収益  １，９４１，５８７千円   ８，３００千円  １，９４９，８８７千円 

  第１項  営業収益    １，３１７，３２３千円  １１，４００千円  １，３２８，７２３千円 

  第２項  営業外収益     ５６９，７１９千円  △３，１００千円    ５６６，６１９千円 

 

（支    出） 

第１款 水道事業費用  １，９１８，６８３千円 △１５，１００千円  １，９０３，５８３千円 

第１項 営業費用   １，８７８，０３９千円 △３０，１００千円  １，８４７，９３９千円 

 第２項 営業外費用     ３１，９８７千円  １５，０００千円     ４６，９８７千円 

  

第３条 予算第４条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正する。（資本的収入額が資本的支出額に

対して不足する額３８９，０８８千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。） 

 

（科目）       （既決予定額）     （補正予定額）         （計） 

（収    入） 

第１款 資本的収入      ８７，１５２千円  ３７，７００千円    １２４，８５２千円 

 第１項 諸分担金       ４０，３０５千円   ５１，４００千円     ９１，７０５千円 

 第２項 工事負担金      ２６，３１１千円  △１３，７００千円     １２，６１１千円 

（支    出） 

第１款 資本的支出     ５７０，５４０千円 △５６，６００千円    ５１３，９４０千円 

 第１項 建設改良費     ４６９，８９６千円  △５６，６００千円    ４１３，２９６千円 

 

 

令和７年３月３１日専決 

 

木津川市長 谷口 雄一 



（１）　収　　　　入

既決予定額

1. 水道事業収益 １,９４１,５８７

1. 営業収益 １,３１７,３２３

1. 給水収益 １,３１３,３１８

2. 営業外収益 ５６９,７１９

2. 下水道負担金 ６６,０４３

7. 雑収益 ２,９６２

１,９４１,５８７

（２）　支　　　　出

既決予定額

1. 水道事業費用 １,９１８,６８３

1. 営業費用 １,８７８,０３９

1. 原水及び浄水費 ７８４,３０６

2. 配水及び給水費 １５７,４２０

2. 営業外費用 ３１,９８７

2. 雑支出 １０,００１

１,９１８,６８３

収　　入　　合　  計

款 項

支　　出　　合　　計

目

令和６年度木津川市水道事業会計補正予算（第３号）

１．収益的収入及び支出

（実　施　計　画）

款 項 目
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（単位：千円）

補正予定額 計

８,３００ １,９４９,８８７

１１,４００ １,３２８,７２３

１１,４００ １,３２４,７１８ 1. 水道料金 １１,４００

△３,１００ ５６６,６１９

△７,５００ ５８,５４３ 1. 下水道負担金 △７,５００

４,４００ ７,３６２ 1. 不用品売却益 ３,３００

3. その他雑収益 １,１００

８,３００ １,９４９,８８７

（単位：千円）

補正予定額 計

△１５,１００ １,９０３,５８３

△３０,１００ １,８４７,９３９

△２１,６００ ７６２,７０６ 7. 委託料 △１１,８００

13. 受水費 △９,８００

△８,５００ １４８,９２０ 11. 委託料 △１,３００

13. 修繕費 △７,２００

１５,０００ ４６,９８７

１５,０００ ２５,００１ 1. 消費税及び地方消費税 １５,０００

△１５,１００ １,９０３,５８３

備　　　　　　　　　　考

備　　　　　　　　　　考
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（１）　収　　　　入

既決予定額

1. 資本的収入 ８７,１５２

1 諸分担金 ４０,３０５

1. 加入金 ３０,３０５

2. 分担金 １０,０００

2. 工事負担金 ２６,３１１

1. 工事負担金 ２６,３１１

８７,１５２

（２）　支　　　　出

既決予定額

1. 資本的支出 ５７０,５４０

1. 建設改良費 ４６９,８９６

2. 配水及び給水設備改良費 ３５７,４７４

５７０,５４０支　　出　　合　  計

２．資本的収入及び支出

款 項 目

収　　入　　合　  計

款 項 目
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（単位：千円）

補正予定額 計

３７,７００ １２４,８５２

５１,４００ ９１,７０５

２４,０００ ５４,３０５ 1. 加入金 ２４,０００

２７,４００ ３７,４００ 1. 分担金 ２７,４００

△１３,７００ １２,６１１

△１３,７００ １２,６１１ 1. 工事負担金 △１３,７００

３７,７００ １２４,８５２

（単位：千円）

補正予定額 計

△５６,６００ ５１３,９４０

△５６,６００ ４１３,２９６

△５６,６００ ３００,８７４ 6. 委託料 △８,３００

7. 工事請負費 △４８,３００

△５６,６００ ５１３,９４０

備　　　　　　　　　　考

備　　　　　　　　　　考
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